
疾 病 第 ９ ６ ８ 号  

平成２９年１１月９日  

 

関 係 病 院 の 長  様 

 

千葉県健康福祉部疾病対策課長      

 

 

アレルギー疾患医療提供体制の整備に係る調査について（依頼） 

 

本県の保健医療行政の推進につきまして、日ごろ格別の御高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、アレルギー疾患対策については、アレルギー対策基本法（平成２７年１２月２日施行）

に基づくアレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針（平成２９年３月２１日策定）が告示

され、総合的な対策の推進が求められているところです。 

また、アレルギー疾患を有する者がその居住する地域にかかわらず適切なアレルギー疾患医療

を受けることができるよう、アレルギー疾患医療提供体制の整備を図るため、「都道府県における

アレルギー疾患の医療提供体制の整備について」（平成２９年７月２８日付け）が厚生労働省から

通知されたことを受け、本県におけるアレルギー疾患医療の拠点となるアレルギー疾患医療拠点

病院を選定の上、県内の病院等とのアレルギー疾患診療連携体制の整備に向けた検討を進める 

必要があります。 

 そこで、県内の日本アレルギー学会専門医教育研修施設である医療機関を対象に、アレルギー

疾患医療拠点病院の選定及びアレルギー疾患診療ネットワークの構築のための基礎資料とするた

め、下記のとおり調査を実施することといたしましたので、御協力を頂きますようお願い申し上

げます。 

 更に、貴職におかれましては、今後の本県のアレルギー疾患対策の推進に一層の御高配を賜り

ますよう併せてお願い申し上げます。 

記 

１．送付内容   別紙「アレルギー疾患医療提供体制の整備に係る調査票」及び 

         「都道府県におけるアレルギー疾患の医療提供体制の整備について」 

２．回答期限   平成２９年１２月２２日（金） 

３．回答方法   様式データをお送りしますので、お手数ですがメール連絡をお願いします。 

   回答は、sippei3@mz.pref.chiba.lg.jpにお願いします。 

 
（担当） 

千葉県健康福祉部疾病対策課 

難病・アレルギー対策班 中田 

電 話 ０４３－２２３－２６６２ 

メール sippei3@mz.pref.chiba.lg.jp 

mailto:sippei3@mz.pref.chiba.lg.jp
a.nkt2
参考１



 

別紙 

アレルギー疾患医療提供体制の整備に係る調査票 
 

作成者氏名及び連絡先 

本調査票の問合せに対して回答できる方について 

記入してください。 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

役職                 

（内線    ） 

（直通電話（  ）  ―    ） 

e-mail：                  

 

氏名（姓） 

 

 

（名） 

１.病院の名称 ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

 

２.病院の所在地 〒      -         千葉県 

 

 

電話：（  ）  ―     ＦＡＸ：（  ）  ―     

３．医療法上の許可病床数 

（歯科の病床数を除く。） 

1.一般：    床、2.精神：    床、3.感染症：    床 

4.結核：    床、5.療養：    床 

４．医師（研修医を含む。）の員数 常勤：   名、非常勤：   名  計：   名 

５．診療科名 

 

当該病院の医療法上の標ぼう診療科について該当す

る番号すべてに○をつけ、該当する標榜科がない場合

は「99.その他」欄に記入してください。 

標ぼう診療科（番号に○をつけてください。） 

1.内 科   2.呼 吸 器 内 科  3.循 環 器 内 科  4.消 化 器 内 科  5.気 管 食 道 内 科  6.神 経 内 科 

7.心療内科  8.性感染症内科 9.外科 10.呼吸器外科 11.心臓血管外科 12.消化器外科 

13.小児外科 14.気管食道外科 15.肛門外科 16.整形外科  17.脳神経外科  

18.形成外科   19.美容外科  20.精神科   21.アレルギー科   22.リウマチ科  23.小児科 

24.皮膚科 25.泌尿器科 26.産婦人科 27.産科   28.婦人科   29.眼科  30.耳鼻咽喉科 

31.リハビリテーション科 32.放射線科 33.病理診断科 34.臨床検査科 35.救急科  

99.その他（次に記入してください。） 

901            科 902            科 

903            科 904            科 

６．内科、小児科、皮膚科、眼科、

耳鼻咽喉科における専門医の配置

状況 

 

総合内科専門医 
常勤   名、非常勤   名 

うち、アレルギー専門医有資格 
 常勤   名、非常勤   名 

小児科専門医 
常勤   名、非常勤   名 

うち、アレルギー専門医有資格 
 常勤   名、非常勤   名 

皮膚科専門医 
 常勤   名、非常勤   名 

うち、アレルギー専門医有資格 
 常勤   名、非常勤   名 

眼科専門医 
 常勤   名、非常勤   名 

うち、アレルギー専門医有資格 
 常勤   名、非常勤   名 

耳鼻科専門医 
 常勤   名、非常勤   名 

うち、アレルギー専門医有資格 
 常勤   名、非常勤   名 



 

７．診療科ごとの入院患者・外来患者数について 

区   分 

内科 小児科 皮膚科 眼科 耳鼻咽喉科 

 うち、アレルギー

疾患診療 

 うち、アレルギー

疾患診療 

 うち、アレルギー

疾患診療 

 うち、アレルギー

疾患診療 

 うち、アレルギー

疾患診療 

年間 入院患者 実数           

年間 新外来患者数           

１日平均外来患者数 
（ ）内は年間外来診療日数 

 

(    ) 

 

 

 

(    ) 

 

 

 

(    ) 

 

 

 

(    ) 

 

 

 

（   ） 

 

 

年間新外来患者数の年代別人数           

 

１０歳未満           

１０歳代           

２０歳代           

３０歳代           

４０歳代           

５０歳代           

６０歳代           

７０歳代           

８０歳以上           

 

※ 「アレルギー疾患」とは、アレルギー疾患対策基本法（第 2条）に規定する「気管支ぜん息」、「アトピー性皮膚炎」、「アレルギー性鼻炎」、「花粉症」、「アレルギー性結膜炎」、「食物アレルギー」です。 

※ 「年間入院患者実数」とは、平成２８年度における新入院患者数を加えた数としてください。 

「年間新外来患者数」とは、平成２８年度に来院した外来患者のうち、初診料を算定した患者数としてください。 

「１日平均外来患者数」とは、年間外来患者延数÷年間外来診療日数による数（小数第二位を四捨五入）としてください。 

※ 「内科」とは、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神経内科等を含めた広義の内科です。 



 

８．「アレルギー疾患医療提供体制の在り方について」（アレルギー疾医療提供体制の在り方に関する検討会報告）に例示するアレルギー疾患医療連携拠点病院の具体的内容の状況 

（１）「診療」機能について 

必要に応じて関係する診療科が連携した、重症及び難治性アレルギー疾患の正確な診断・治療・管理について 

 ※ 貴院の現状について当てはまるものに○を記入してください。 

  内容 自院で実施 
実施診療科名 実施して

いない 内科 小児科 皮膚科 眼科 耳鼻 
咽喉科 その他 

診断 

アレルギー全般 
アレルゲン同定の検査実施および評価（血液検査、プリックテスト、パッチテスト等）         

アナフィラキシーの原因同定         

肺及び下気道領域 
肺機能検査（A）・NO 測定（A）・呼吸抵抗測定（A）気道過敏性試験（B）等を用いた呼吸機能の評価         

気管支喘息及び鑑別疾患の正確な診断         

皮膚領域 
アトピー性皮膚炎の正確な診断         

重症及び難治性アレルギー性皮膚疾患の正確な診断         

上気道領域 
アレルギー性鼻炎の正確な診断         

下気道、眼、皮膚疾患に影響する上気道疾患の正確な診断         

眼領域 アレルギーが関与する眼疾患の正確な診断         

食物アレルギー領域 
運動誘発試験を含む食物経口負荷試験の実施および評価         

重症および難治性食物アレルギーの診断         

治療 

アレルギー全般 アレルゲン免疫療法の実施（舌下(A)・皮下(B)）         

肺及び下気道領域 重症及び難治性気管支喘息の治療         

皮膚領域 重症及び難治性のアトピー性皮膚炎・アレルギー性皮膚疾患の治療         

上気道領域 重症及び難治性の下気道、眼、皮膚疾患に影響する上気道疾患の治療         

眼領域 重症及び難治性の眼領域アレルギー疾患の治療         

管理 
アレルギー全般 重症及び難治性アレルギーの長期管理         

食物アレルギー領域 重症及び難治性食物アレルギー疾患の長期管理         



 

（２）「情報提供」機能について 

※ 貴院の状況について、「①すでに、現在実施」「②今後、実施可能」「③実施できない」に該当するものに○をつけてください。なお、①、②に該当する場合は「具体的内容」で詳細を教えてください。 

 
①すでに 
現在実施 

②今後、 
実施可能 

具体的内容 
③実施 

できない 

患者やその家族に対する講習会等の定期的な実施     

地域住民に対する啓発活動の実施     

 

 

（３）「人材育成」機能について 

※ 貴院の状況について、「①すでに、現在実施」「②今後、実施可能」「③実施できない」に該当するものに○をつけてください。なお、①、②に該当する場合は「具体的内容」で詳細を教えてください。 

 
①すでに 
現在実施 

②今後、 
実施可能 

具体的内容 
③実施 

できない 

県内のアレルギー疾患医療に携わる医療従事者の知識や技能の向上に資する
研修の実施     

保健師や学校、児童福祉施設等の教職員等に対する研修の実施     



 

（４）「研究」機能について 

※ 貴院の状況について、「①すでに、現在実施」「②今後、実施可能」「③実施できない」に該当するものに○をつけてください。なお、①、②に該当する場合は「具体的内容」で詳細を教えてください。 

 
①すでに 
現在実施 

②今後、 
実施可能 

具体的内容 
③実施 

できない 

県におけるアレルギー疾患の実情を継続的に把握するための調査・分析の実施     

国が長期的かつ戦略的に推進する大規模な疫学調査や臨床研究等に協力     

 

 

 

（５）「その他」について 

※ 貴院の状況について、「①すでに、現在実施」「②今後、実施可能」「③実施できない」に該当するものに○をつけてください。なお、①、②に該当する場合は「具体的内容」で詳細を教えてください。 

 
①すでに 
現在実施 

②今後、 
実施可能 

具体的内容 
③実施 

できない 

県内の各地域における学校や児童福祉施設等が抱えるアレルギー疾患に関する
諸問題に対して、市町村の教育委員会や市町村の関係部署に対し、医学的見地
からの助言、支援を行う。 

    

 



 

９．アレルギー専門医を有する医師について 
 

 

診療科名 氏名 所属 

常勤 

又は 

非常勤 

役職 臨床経験年数 
基本領域 

専門医資格名 

日本アレルギー学会に係る事項 

専門医資格の 

有無 

指導医資格の 

有無 

       

有 有・無 

       

有 有・無 

       

有 有・無 

       

有 有・無 

       

有 有・無 

       

有 有・無 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 有 有・無 



 

 

１０．アレルギー疾患に関する専門的な知識と技能を有する薬剤師、看護師、管理栄養士等について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職種 氏名 所属 

常勤 

又は 

非常勤 

役職 臨床経験年数 

アレルギー疾患

に関する資格等 

(小児アレルギー

エデュケーター

等) 

左記の資格等以外に、アレルギー疾患に関する専門的な知識と技能

を有することがわかる内容 

（アレルギー疾患に関する学会の加入状況、研修受講状況、職歴等） 

        

        

        

        

        

        

        

        


